
別紙様式２ 
資本関係又は人的関係に関する申告書（ 新規 ・ 変更 ） 

令和  年  月  日 

愛知県知事 

愛知県公営企業管理者企業庁長 殿 

                         所  在  地 

                         商号又は名称 

                         代表者職氏名               

                                     国土交通大臣   般 
                         建設業許可番号     許可（ －  ）第     号 
                                         知事   特 

資本関係又は人的関係のある者について、次のとおり申告します。 

１．資本関係のある者について 

 ① 自社にとって親会社等（会社法第２条第４号の２の規定によるもの。以下同じ）の関係にあたる者 

商号又は名称
フ リ ガ ナ

建設業許可番号 所在地 備考 

 ② 自社にとって子会社等（会社法第２条第３号の２の規定によるもの。以下同じ）の関係にあたる者 

商号又は名称
フ リ ガ ナ

建設業許可番号
所在地 

備考 

 ③ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあたる者 

商号又は名称
フ リ ガ ナ

建設業許可番号 所在地 備考 

２．人的関係のある者について 

 【役員の兼任に関する事項】 

役職名 氏名
フリガナ 兼任先の 

商号又は名称
フ リ ガ ナ

兼任先の 

建設業許可番号

兼任先での 

役職
備考 

＜記載上の注意＞ 

※１ 自社と資本又は人的関係がある者について記載すること（申告書の提出が必要な事例を参照してください）。 

※２ 親会社等は全ての業種を記載の対象とし、持株会社等（個人を含む）についても記載すること。 

子会社等は愛知県が発注する建設工事又は設計、測量、建設コンサルタント等業務の入札参加資格を有する者（入札参 

  加資格審査を申請する者）について記載すること。

※３ 役員の兼任に関する事項は愛知県が発注する建設工事又は設計、測量、建設コンサルタント等業務の入札参加資格を有

する者（入札参加資格審査を申請する者）について記載すること。 

役職名には、代表取締役、取締役、執行役、業務執行社員、理事、管財人など該当する役職を記載すること。 

※４ 申告した内容に変更が生じた場合は、本様式に変更後の自社と資本又は人的関係がある者全てを記載のうえ提出してく 

ださい。なお、全て解消された場合は、備考欄に「○年○月解消」と記載して提出してください。

新規・変更どちらかに○を付けてください。 

親会社等が個人である場合は、株主名簿等に記載 
されている下記の内容を記載してください。 
商号又は名称：その者の氏名 
所在地：その者の住所（都道府県・市区町村まで） 

設計、測量、建設コンサルタント等業者
または、建設業許可を受けていない場合
は「なし」と記載してください。 

記載例 

行が足りない場合は、適宜行を追加するか 
又は複数枚に分けて提出してください。 

商号又は名称、所在地については、 
契約を支店等に委任している場合も、 
本店（申請者）について記載してください。 

提出日を記載してください。



資本関係又は人的関係に該当する基準 

A社

B社 C社

D社

親子関係 親子関係

親会社等が同じ子会社等同士

役員等兼任
×

× ×

×

資本関係

人的関係

同一入札への

参加制限
×

申告書の提出が必要な事例 

＜ケースⅠ （１．親会社等と子会社等の関係）＞

A社

B社

B社の議決権の
過半数等

A社がB社の
経営を支配

   申告書の記載 

Ａ社の申告書 １．②子会社等の関係にあたる者 Ｂ社 

Ｂ社の申告書 １．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社 

Ａ社はＢ社の「親会社等」 

（以下、全てのケースで組合及び個人を含む。） 

Ｂ社はＡ社の「子会社等」 

（以下、全てのケースで組合を含む。） 

入札参加を希望する者（組合（共同企業体を含む。）にあってはその構成員をいう。）の間に以下の基準

のいずれかに該当する関係がないこと。 

１．資本関係 

①親会社等と子会社等の関係にある場合 

②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

２．人的関係 

①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

３. その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記１又は２と同視しうる資本関係又は人

的関係があると認められる場合 



＜ケースⅡ （１．親会社等と子会社等の関係、親会社等を同じくする子会社等同士の関係）＞ 

A社

C社

B社

B社の議決権の
過半数

C社の議決権の4割

C社の議決権の2割

A社がB社・C社の
経営を支配

   申告書の記載 

Ａ社の申告書 １．②子会社等の関係にあたる者 Ｂ社・Ｃ社 

Ｂ社の申告書 １．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社 

１．③親会社等を同じくする子会社等同士 

の関係にあたる者 
Ｃ社 

Ｃ社の申告書 １．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社 

１．③親会社等を同じくする子会社等同士 

の関係にあたる者 
Ｂ社 

＜ケースⅢ （１．親会社等と子会社等の関係、親会社等を同じくする子会社等同士の関係）＞ 

A社

C社

B社の議決権の
過半数

A社がB社・C社の
経営を支配

B社
C社の議決権の
過半数

   申告書の記載 

Ａ社の申告書 １．②子会社等の関係にあたる者 Ｂ社・Ｃ社 

Ｂ社の申告書 １．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社 

 １．②子会社等の関係にあたる者 Ｃ社 

 １．③親会社等を同じくする子会社等同士 

の関係にあたる者 
Ｃ社 

Ｃ社の申告書 １．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社・Ｂ社 

１．③親会社等を同じくする子会社等同士 

の関係にあたる者 
Ｂ社 

Ｂ社は、Ａ社の「子会社等」であり、

親会社等であるＡ社及び子会社等であるＢ社が、

Ｃ社の議決権の過半数を有する。

Ｂ社は、Ａ社の「子会社等」であり、

子会社等であるＢ社が、Ｃ社の議決権の過半数を有する。



＜ケースⅣ （１．親会社等と子会社等の関係、親会社等を同じくする子会社等同士の関係）＞ 

A社

C社

B社とC社は、親会社を
同じくする子会社等同士

B社

経
営
を
支
配

X氏

C社B社

経
営
を
支
配

経
営
を
支
配

経
営
を
支
配

B社とC社は、同一の者に
経営を支配される子会社等同士

親 親

子子子子

   申告書の記載 

Ａ社の申告書 １．②子会社等の関係にあたる者 Ｂ社・Ｃ社 

Ｂ社の申告書 

１．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社又はＸ氏 

１．③親会社等を同じくする子会社等同士 

の関係にあたる者 
Ｃ社 

Ｃ社の申告書 

１．①親会社等の関係にあたる者 Ａ社又はＸ氏 

１．③親会社等を同じくする子会社等同士 

の関係にあたる者 
Ｂ社 

＜ケースⅤ （２．人的関係（役員の兼任））＞ 

A社 X氏

B社 X氏 X氏がB社の
役員又は管財人

X氏がA社の
役員又は管財人

   申告書の記載 

Ａ社の申告書 ２．役員の兼任に関する事項 
氏名 

兼任先の 

商号又は名称

Ｘ氏 Ｂ社 

Ｂ社の申告書 ２．役員の兼任に関する事項 
氏名 

兼任先の 

商号又は名称

Ｘ氏 Ａ社 

Ｘ氏が役員を兼任する場合、 

Ｘ氏が役員と管財人を兼任する場合、 

Ｘ氏が管財人を兼任する場合。 


